
感染症対策の強化



感染症対策の強化

対象サービス

 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



感染症対策の強化
【概要】
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求め

る観点から、以下の取組を義務づける。
・施設系サービスについて、現⾏の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に
加え、訓練（シミュレーション）の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練
（シミュレーション）の実施等
（※３年の経過措置期間を設ける）



業務継続に向けた取り組
みの強化



業務継続に向けた取り組みの強化

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



業務継続に向けた取り組みの強化
【概要】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供

できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向け
た計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。その
際、３年間の経過措置期間を設けることとする。

（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて
・介護サービスは、利用者の⽅々やその家族の生活に⽋かせないものであり、感染症や
⾃然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的
に提供されることが重要。
・必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であって
も早期の業務再開を図るためには、業務継続計画（BusinessContinuityPlan）の策定が重
要であることから、その策定を支援するため、介護施設・事業所における業務継続ガイ
ドライン等を作成。（令和2年12月11⽇作成。必要に応じ更新予定。）
掲載場所︓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis
ha/taisakumatome_13635.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis


業務継続に向けた取り組みの強化



ガイドラインの取組推進
（看取り）



ガイドラインの取組推進（看取り）

対象サービス
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 居宅介護支援
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護
 認知症対応型共同生活介護

 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者
生活介護

 介護⽼⼈保健施設
 介護療養型医療施設
 介護医療院



ガイドラインの取組推進（看取り）
【概要】
○看取り期における本⼈・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実
させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬
（介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護（介護⽼⼈保健施設によるも
のを除く））や看取りに係る加算の算定要件において、「⼈生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を⾏うことを
求めることとする。
○施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本⼈の意思を尊重した医療・ケ
アの⽅針決定に対する支援に努めることを求めることとする。
【算定要件等】
○ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。
・「⼈生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の
内容に沿った取組を⾏うこと。
○施設サービス計画の要件として、以下の内容等を運営基準の通知に記載する。
・施設サービス計画の作成にあたり、本⼈の意思を尊重した医療・ケアの⽅針決定に
対する支援に努めること。



特定事業所加算の⾒直し



特定事業所加算の⾒直し

対象サービス
 居宅介護支援



【概要】
○ 経営の安定化、質の高いケアマネジメントの一層の推進を図る観点から、以下の点
について⾒直しをする。
ア 必要に応じて、多様な主体当が提供する生活支援サービス（インフォーマルサー
ビスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを
要件とする。

イ ⼩規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよ
う、事業所間連携により体制確保や対応等を⾏う事業所を評価する区分を創設。

ウ 特定事業所加算（Ⅳ）について、加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までと異なり、病院との
連携や看取りへの対応の状況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の
連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離し別個の加算とする。

⇒特定事業所医療介護連携加算（新設）となる。

特定事業所加算の⾒直し



特定事業所加算の⾒直し
【算定要件】
＜特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ａ）新設＞
○現⾏の算定要件に加え、必要に応じて、多様な主体当が提供する生活支援サー
ビス（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サー
ビス計画を作成していること。

＜特定事業所加算（Ａ）＞新設
○専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専⾨員を１名以上、非常
勤の介護支援専⾨員を１名以上配置していること（この非常勤の職員は他事業
所との兼務も可能）。

○その他の要件については、特定事業所加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）と同様。





特定事業所加算の⾒直し（単位数）

＜現⾏＞
特定事業所加算（Ⅰ）５００単位／月
特定事業所加算（Ⅱ）４００単位／月
特定事業所加算（Ⅲ）３００単位／月
なし

＜現⾏＞
特定事業所加算（Ⅳ）１２５単位／月

＜改正後＞
特定事業所加算（Ⅰ）５０５単位／月
特定事業所加算（Ⅱ）４０７単位／月
特定事業所加算（Ⅲ）３０９単位／月
特定事業所加算（Ａ）１００単位／月（新設）

＜改正後＞
特定事業所医療介護連携加算 １２５単位／月



事務の効率化による逓減制の緩和



事務の効率化による逓減制の緩和

対象サービス
 居宅介護支援



事務の効率化による逓減制の緩和
【概要】
○ 適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、介護支援専⾨員１⼈当たりの取扱件

数が４０件以上の場合４０件⽬から、６０件以上の場合６０件⽬からそれぞれ評価が低くなる（４０件未満は居宅介

護支援費（Ⅰ）、４０件以上６０件未満の部分は同（Ⅱ）、６０件以上の場合は同（Ⅲ）が適用される）逓減性にお

いて、一定のＩＣＴ（ＡＩを含む）の活用又 は事務職員の配置を⾏っている事業者については、逓減性の適用（居

宅介護支援費（Ⅱ）の適用）を４５件以上の部分からとする。

※特定事業所加算における「介護支援専⾨員１⼈当たりの受け入れ可能な利用⼈数」について、この取扱いを踏まえる。

○ 逓減性における介護支援専⾨員１⼈当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所が⾃然災害や感染症等による

突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、事業

所がその周辺の中⼭間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に

含めないこことする。



事務の効率化による逓減制の緩和（単位数）

例︓要介護３・４・５の場合
（⿊字︓現⾏単位数、⾚字︓改正後の単位数）

【現⾏】 【改正後︓ＩＣＴ等を活用する場合】

居宅介護支援
費（Ⅰ） 居宅介護支援

費（Ⅱ） 居宅介護支援費
（Ⅲ）

1,379単位（1,398単位）

686単位（698単位）

411単位（418単位）

40件 60件

介護支援専⾨員１⼈あたりの取扱件数

居宅介護支援
費（Ⅰ） 居宅介護支援

費（Ⅱ） 居宅介護支援費
（Ⅲ）

1,398単位

677単位

406単位

介護支援専⾨員１⼈あたりの取扱件数

一定の要件を満たした場合

45件以上に適用

40件 60件45件

※ＩＣＴ等の活用の有無に関わらず、事業所がその周辺の中⼭間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受
け入れた場合、例外的に件数に含めない。



医療機関との情報連携強化



医療機関との情報連携強化

対象サービス
 居宅介護支援



医療機関との情報連携強化
【概要】
○ 居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の

向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専⾨員が同席し、医師等と情

報連携を⾏い、当該情報を 踏まえてケアマネジメントを⾏うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設。

【算定要件等】
○利用者１⼈につき、１月に１回の算定を限度とする。

○利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の⼼⾝の状況や生活環境等の必要な情報提供を

⾏い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）記録し

た場合。

【単位数】
<現⾏> <改定後>

なし ⇒ 通院時情報連携加算 ５０単位／月（新設）





介護予防支援の充実



介護予防支援の充実

対象サービス
 居宅介護支援



介護予防支援の充実
【概要】
○ 介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に外部委託を⾏いやすい環境の整備を進める観点から、介護
予防支援事業所が委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情
報連携等を評価する新たな加算を創設。

【算定要件等】
○ 利用者１⼈につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算
定する。
※当該加算を算定した際には、介護予防支援事業所に対して、当該加算を勘案した委託費の設定等を⾏う
よう求める。

【単位数】
＜現⾏＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 委託連携加算 ３００単位／月（新設）



参考図

介護予防支援
事業所（地域
包括支援セン
ター）

随時情報連携

居宅介護支援
事業所

①委託

③請求

④委託費の支払い

被保険者
②ケアプランの作成



LIFE（CHASE・VISIT）
による情報の収集・
活用とPDCAサイクル
の推進



LIFE（CHASE・VISIT）による情報の収
集・活用とPDCAサイクルの推進①
 科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence︔LIFE 
ライフ）（CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透
を図る観点から、統一した名称）へのデータ提出とフィードバックの活用により
PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組の推進。

【運営基準】
[基本⽅針]等（解釈︓「運営に関する基準」）
LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進
・ケアの質の向上を推奨。



LIFE（CHASE・VISIT）による情報の収
集・活用とPDCAサイクルの推進②
【報酬】
科学的介護推進体制加算Ⅰ [新設] 40単位/月
科学的介護推進体制加算Ⅱ [新設] 60単位/月
※Ⅱについて、特養・地密特養50単位/月。
※通所系・多機能系・居住系サービスは、Ⅰの区分のみ。

（算定要件）
①入所者等の⼼⾝の状況等（Ⅱについては⼼⾝、疾病当）の基本情報を
厚生労働省へ提出。

②サービス提供するに当たって、①に規定する情報その他サービスを適切
かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

※なお、その他加算の算定要件においても、LIFEの活用が規定されているものが複数ある点について留意すること。



⼈員配置基準における両
⽴支援への配慮



⼈員配置基準における両⽴支援への
配慮
対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



⼈員配置基準における両⽴支援への配慮

【概要】

介護現場において、仕事と育児や介護との両⽴が可能となる環境整備を進め、
職員の離職防⽌・定着促進を図る観点から、各サービスの⼈員配置基準や報酬算
定について、以下の⾒直しを⾏う。
・「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制
度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30
時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・「常勤換算⽅法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務
制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）
と扱うことを認める。
・⼈員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前
産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常
勤職員を常勤換算することで、⼈員配置基準を満たすことを認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等

の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員に
ついても常勤職員の割合に含めることを認める。



⼈員配置基準における両⽴支援への配慮

（参考）医療従事者の負担軽減・⼈材確保について
（平成２８年度診療報酬改定）



ハラスメント対策の強化



ハラスメント対策の強化

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



ハラスメント対策の強化

【概要】
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介

護サービス事業者に、男⼥雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する
事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。
【基準】
〇運営基準（省令）において、以下を規定（※訪問介護の例）
「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職

場において⾏われる性的な⾔動又は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務
上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されるこ
とを防⽌するための⽅針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。」
※併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防⽌のための⽅針の
明確化等の必要な措置を講じることも推奨する。



ハラスメント対策の強化
（参考）ハラスメント対策に関する事業主への義務付けの状況
・職場におけるセクシュアルハラスメントについては男⼥雇用機会均等法において、職場に
おけるパワーハラスメントについては労働施策総合推進法において、事業主に対して、事業
主の⽅針等の明確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けている。
（パワーハラスメントの義務付けについて、⼤企業は令和２年６月1⽇、中⼩企業は令和４
年４月１⽇から施⾏（それまでは努⼒義務））
・職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、
① セクシュアルハラスメントについては、指針において、男⼥雇用機会均等法（昭和47年法
律第113号）において事業主に対して義務付けている雇用管理上の措置義務の対象に含まれ
ることが明確化された（令和２年６月１⽇より）。
② パワーハラスメントについては、法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではな
いものの、指針において、事業主が雇用管理上⾏うことが「望ましい取組」のとして防⽌対
策を記載している（令和２年６月１⽇より）。
※職場におけるセクシュアルハラスメント
＝ 職場において⾏われる性的な⾔動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件
につき不利益を受けるもの又は当該性的な⾔動により労働者の就業環境が害されるもの。
※職場におけるパワーハラスメント
＝ 職場において⾏われるⅰ優越的な関係を背景とした⾔動であって、ⅱ業務上必要かつ相当
な範囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害されるものであり、ⅰからⅲまでの要
素を全て満たすもの。



会議や他職種連携におけ
るICTの活用



会議や他職種連携におけるICTの活用

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



会議や他職種連携におけるICTの活用

【概要】
運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の居宅

を訪問しての実施が求められるものを除く）について、感染防⽌や多職種連携の
促進の観点から、以下の⾒直しを⾏う。
・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医
療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ
電話等を活用しての実施を認める。
・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を
得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。



署名・押印の⾒直し、電
磁的記録による保存等



署名・押印の⾒直し、電磁的記録に
よる保存等
対象サービス

 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



署名・押印の⾒直し、電磁的記録による保存等

【概要】
①利用者への説明・同意等に係る⾒直し
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の

⽅針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意
について、以下の⾒直しを⾏う。
ア書⾯で説明・同意等を⾏うものについて、電磁的記録による対応を原則認める
こととする。
イ利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合
の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
②記録の保存等に係る⾒直し
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観

点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、
「○○⼈以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者
の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年１回で⾜りること
を明確化する。



（参考）介護分野の文書に係る負担軽減に関する専⾨委員会での文書負担軽減に
関する取組

署名・押印の⾒直し、電磁的記録による保存等



運営の規定の掲示の柔軟
化



運営規程の掲示の柔軟化

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



運営規程の掲示の柔軟化

【概要】
介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、

運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファ
イル等で備え置くこと等を可能とする。



生活援助の訪問回数が多い利用者
等のケアプラン検証



生活援助の訪問回数が多い利用者等のケ
アプラン検証
対象サービス
 居宅介護支援



生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプラン検証
【概要】
○ 平成３０年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、実施

の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも考慮して、届出のあったケアプランの検証や届出頻度につい

て、以下の⾒直しを⾏う。

・ 検証の仕⽅について、地域ケア会議のみならず、⾏政職員やリハビリテーション専⾨職を派遣する形で⾏うサービス担当者

会議等での対応を可能とする。

・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は１年後とする。

○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証⽅法として

効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が

高く、かつ、訪問介護が利用サービスの⼤部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出する

などの点検・検証の仕組みを導入する。（効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、１０月から施⾏）



【イメージ図】 ※⾚字部分︓令和３年度⾒直し分

検証対象の
抽出

検証⽅法の
強化

検証の実施

訪問回数の多い訪問介護対策
○ 訪問介護（生活援助中⼼型）の回数「全国平均利用回数＋２標準偏差（２ＳＤ）」に該当するケア
プランの保険者届出（※届出頻度︓当該回数以上の場合は当該月ごと ⇒ 検証した場合は１年後）

○ 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの⼤部分を占めるケアプラ
ンの保険者届出 ※令和３年１０月１⽇施⾏

市町村による検討のためのマニュアルの策定

保険者によるケアプラン検証

地域ケア会議や⾏政職員等を派遣する形で⾏うサービス担当者会議等によるケアプランの検証

必要に応じて、利用者の⾃⽴支援・重度化防⽌や地域資源の有効活用の観点から、サービス内容の是⽒を促す



サ高住等における適切なサービス
提供の確保



サ高住等における適切なサービス提供の確保

対象サービス
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 福祉用具貸与
 居宅介護支援

 通所介護
 通所リハビリテーション
 夜間対応型通所介護



７．サ高住等における適切なサービス提供の確保
【概要】
○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を⾏う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、認知症対応型通所

介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を⾏う場合には、当該

建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を⾏うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定する際に、

例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいは

しなければならない当の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

イ

（１）同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合

に、併設事業所の特定を⾏いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を⾏

う。（効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、１０月から施⾏）

（２）サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を⾏うことなどを通じて、介護保険サービスが

入居者の⾃⽴支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ⾃治体による更なる指導の徹底を図る。



高齢者虐待防⽌の推進



高齢者虐待防⽌の推進

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



高齢者虐待防⽌の推進
【概要】
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等の観点から、虐

待の発生又はその再発を防⽌するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を
定めることを義務づける。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。
【基準】
運営基準（省令）に以下を規定

・入所者・利用者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等のため、必要な体制の整備を⾏うとともに、
その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。
・運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防⽌のための措置に関する
事項」を追加。
・虐待の発生又はその再発を防⽌するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ｰ虐待の防⽌のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開
催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
ｰ虐待の防⽌のための指針を整備すること
ｰ従業者に対し、虐待の防⽌のための研修を定期的に実施すること
ｰ上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
（※３年の経過措置期間を設ける。）



基本報酬の⾒直し



基本報酬の⾒直し
対象サービス
 通所介護

 地域密着通所介護

 認知症対応型通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

 ⼩規模多機能型居宅介護

 看護⼩規模多機能型居宅介護

 訪問介護

 訪問入浴介護

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



基本報酬の⾒直し

【概要】
改定率については、介護職員の⼈材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向

による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、全体で＋０．
７０％（うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、
0.05％（令和３年９月末まで））。これを踏まえて、
・全てのサービスの基本報酬を引き上げる
※別途の観点から適正化を⾏った結果、引き下げとなっているものもある
・全てのサービスについて、令和３年４月から９月末までの間、基本報酬に0.1％
上乗せする



基本報酬の⾒直し

（参考）令和３年度介護報酬改定に関する「⼤⾂折衝事項」（令和２年12月17⽇）（抄）

令和３年度介護報酬改定については、介護職員の⼈材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、改定率は全体で
＋0.70％とする。給付の適正化を⾏う一⽅で、感染症等への対応⼒強化やＩＣＴ化の促進を
⾏うなどメリハリのある対応を⾏うとともに、次のとおり対応する。
・新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏ま
え、令和３年９月末までの間、報酬に対する特例的な評価を⾏うこととし、上記＋0.70％の
うち＋0.05％相当分を確保する。同年10月以降については、この措置を延⻑しないことを
基本の想定としつつ、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対
応する。
・介護職員の処遇改善に向け、令和元年10月に導入した特定処遇改善加算の取得率が６割に
留まっていることを踏まえ、取得拡⼤の⽅策を推進するとともに、今回の改定による効果を
活用する。特定処遇改善加算や今回の改定の効果が、介護職員の処遇改善に与える影響につ
いて実態を把握し、それを踏まえ、処遇改善の在り⽅について検討する。



質の高いケアマネジメントの推進



質の高いケアマネジメントの推進

対象サービス
 居宅介護支援



【概要】

○ ケアマネジメントの公正中⽴性の確保を図る観点から、以下の点について利用者に説明を⾏うとともに、介護サービス情報公表

制度において公表をする。

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同

一事業者によって提供されたものの割合

【居宅介護支援事業所】

介護情報公表システム運営情報において公表

※各サービス（特定事業所集中減算対象サービス）を位置付けたケアプラン数/事業所のケアプラン数

質の高いケアマネジメントの推進

○○事業所（○％） ○○事業所（○％）

○○事業所（○％）
介護情報システム

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）

福祉用具貸与 地域密着型通所介護

通所介護

地域密着型通所介護
福祉用具貸与
訪問介護

訪問介護
訪問介護
通所介護

通所介護

掲載

訪問介護（○％）

利用者に説明

通所介護（○％）
地域密着型通所介護（○％）
福祉用具貸与（○％）

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）

○○事業所（○％）


